
 
 

一

 
 
 

貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

 

貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。 

 

第
二
条
の
う
ち
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
の
次
に
節
名
及
び
七
条
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
七
条
」
を
「
九

条
」
に
改
め
、
第
十
二
条
の
八
を
第
十
二
条
の
十
と
し
、
第
十
二
条
の
七
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

 

（
利
息
、
保
証
料
等
に
係
る
制
限
等
） 

第
十
二
条
の
八 

貸
金
業
者
は
、
そ
の
利
息
（
み
な
し
利
息
を
含
む
。
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
利
息
制

限
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
金
額
を
超
え
る
利
息
の
契
約
を
締
結
し
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
「
み
な
し
利
息
」
と
は
、
礼
金
、
割
引
金
、
手
数
料
、
調
査
料
そ
の
他
い
か
な
る
名
義
を
も
つ
て
す

る
か
を
問
わ
ず
、
金
銭
の
貸
付
け
に
関
し
債
権
者
の
受
け
る
元
本
以
外
の
金
銭
（
契
約
の
締
結
及
び
債
務
の
弁
済
の
費
用

で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
金
銭
の
貸
付
け
及
び
弁
済
に
用
い
る
た
め
債
務
者
に
交
付
さ
れ
た

カ
ー
ド
の
再
発
行
の
手
数
料
そ
の
他
の
債
務
者
の
要
請
に
よ
り
債
権
者
が
行
う
事
務
の
費
用
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の

を
除
い
た
も
の
を
い
う
。 

一 

公
租
公
課
の
支
払
に
充
て
ら
れ
る
べ
き
も
の 



 

二

二 

強
制
執
行
の
費
用
、
担
保
権
の
実
行
と
し
て
の
競
売
の
手
続
の
費
用
そ
の
他
公
の
機
関
が
行
う
手
続
に
関
し
て
そ
の

機
関
に
支
払
う
べ
き
も
の 

三 
債
務
者
が
金
銭
の
受
領
又
は
弁
済
の
た
め
に
利
用
す
る
現
金
自
動
支
払
機
そ
の
他
の
機
械
の
利
用
料
（
政
令
で
定
め

る
額
の
範
囲
内
の
も
の
に
限
る
。
） 

３ 

貸
金
業
者
は
、
利
息
制
限
法
第
九
条
各
項
に
規
定
す
る
利
息
の
契
約
で
あ
つ
て
、
そ
の
利
息
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す

る
利
息
の
契
約
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
増
加
後
の
利
息
。
次
項
後
段
に
お
い
て
同
じ
。
）
が

当
該
各
項
に
規
定
す
る
金
額
を
超
え
る
も
の
を
締
結
し
て
は
な
ら
な
い
。 

４ 

貸
金
業
者
は
、
利
息
制
限
法
第
一
条
に
規
定
す
る
金
額
を
超
え
る
利
息
を
受
領
し
、
又
は
そ
の
支
払
を
要
求
し
て
は
な

ら
な
い
。
同
法
第
九
条
各
項
に
規
定
す
る
利
息
の
契
約
に
係
る
利
息
の
う
ち
、
当
該
各
項
に
規
定
す
る
金
額
を
超
え
る
部

分
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。 

５ 

貸
金
業
者
は
、
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
締
結
に
際
し
、
そ
の
相
手
方
又
は
相
手
方
と
な
ろ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
債
務

履
行
担
保
措
置
（
当
該
契
約
に
基
づ
く
債
務
の
履
行
を
担
保
す
る
た
め
の
保
証
、
保
険
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と

し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
契
約
（
当
該
債
務
履
行
担
保
措
置
の



 
 

三

対
価
と
し
て
支
払
わ
れ
る
金
銭
の
額
が
当
該
金
銭
の
額
を
利
息
制
限
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
証
料
の
額
と
み
な

し
て
同
条
の
規
定
を
適
用
し
た
と
き
に
同
条
の
規
定
に
よ
り
無
効
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
部
分
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）

を
、
債
務
履
行
担
保
措
置
を
業
と
し
て
営
む
者
と
締
結
す
る
こ
と
を
当
該
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
締
結
の
条
件
と
し
て
は

な
ら
な
い
。 

６ 

貸
金
業
者
は
、
貸
付
け
に
係
る
契
約
に
つ
い
て
、
業
と
し
て
保
証
を
行
う
者
（
以
下
「
保
証
業
者
」
と
い
う
。
）
と
保

証
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
保
証
契
約
を
締
結
す
る
ま
で
に
、
当
該
保
証
業
者
へ
の
照

会
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
次
に
掲
げ
る
事
項
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

当
該
保
証
業
者
と
当
該
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
相
手
方
又
は
相
手
方
と
な
ろ
う
と
す
る
者
と
の
間
に
お
け
る
保
証
料

に
係
る
契
約
の
締
結
の
有
無 

二 

前
号
の
保
証
料
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
場
合
に
は
、
当
該
保
証
料
の
額 

７ 

貸
金
業
者
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
に
関
す
る
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を

保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

８ 

貸
金
業
者
は
、
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
締
結
に
際
し
、
そ
の
相
手
方
又
は
相
手
方
と
な
ろ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
保
証



 

四

料
に
係
る
契
約
（
締
結
時
に
お
い
て
保
証
料
の
額
又
は
保
証
料
の
主
た
る
債
務
の
元
本
に
対
す
る
割
合
が
確
定
し
て
い
な

い
保
証
料
に
係
る
契
約
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
、
保
証
業
者
と
の
間
で
締
結

す
る
こ
と
を
当
該
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
締
結
の
条
件
と
し
て
は
な
ら
な
い
。 

９ 

貸
金
業
者
は
、
保
証
業
者
と
の
間
で
根
保
証
契
約
（
一
定
の
範
囲
に
属
す
る
不
特
定
の
貸
付
け
に
係
る
債
務
を
主
た
る

債
務
と
す
る
保
証
契
約
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
根
保

証
契
約
が
主
た
る
債
務
の
金
額
又
は
主
た
る
債
務
に
係
る
貸
付
け
の
契
約
期
間
に
照
ら
し
て
不
適
切
と
認
め
ら
れ
る
極
度

額
又
は
保
証
期
間
を
定
め
る
根
保
証
契
約
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
に
当
た
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
根
保

証
契
約
を
締
結
し
て
は
な
ら
な
い
。 

10 

金
銭
の
貸
借
の
媒
介
を
行
つ
た
貸
金
業
者
は
、
当
該
媒
介
に
よ
り
締
結
さ
れ
た
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
債
務
者
か
ら
当

該
媒
介
の
手
数
料
を
受
領
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
契
約
に
つ
き
更
新
（
媒
介
の
た
め
の
新
た
な
役
務
の
提
供
を
伴
わ

な
い
と
認
め
ら
れ
る
法
律
行
為
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
）
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
れ
に
対
す
る
新
た

な
手
数
料
を
受
領
し
、
又
は
そ
の
支
払
を
要
求
し
て
は
な
ら
な
い
。 

11 

金
銭
の
貸
借
の
媒
介
を
行
う
貸
金
業
者
が
そ
の
媒
介
に
関
し
受
け
る
金
銭
は
、
礼
金
、
調
査
料
そ
の
他
い
か
な
る
名
義



 
 

五

を
も
つ
て
す
る
か
を
問
わ
ず
、
手
数
料
と
み
な
し
て
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

 
（
金
銭
の
貸
付
け
に
用
い
る
カ
ー
ド
の
発
行
に
係
る
制
限
） 

第
十
二
条
の
九 

貸
金
業
者
は
、
現
金
自
動
支
払
機
そ
の
他
の
機
械
に
よ
る
金
銭
の
貸
付
け
に
用
い
る
カ
ー
ド
を
資
金
需
要

者
で
あ
る
顧
客
に
発
行
す
る
場
合（
再
発
行
の
場
合
を
除
き
、
発
行
の
申
込
み
の
時
に
そ
の
場
で
発
行
す
る
場
合
に
限
る
。
）

に
は
、
営
業
所
又
は
事
務
所
に
お
い
て
当
該
顧
客
と
対
面
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
二
条
の
う
ち
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
一
号
の
改
正
規
定
中
「
中
「
表
示
す
る
も
の
」
の
下
に
「
（
市

場
金
利
に
一
定
の
利
率
を
加
え
る
方
法
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
利
息
を
用
い
て
貸
付
け
の
利
率
を
算
定
す
る
場
合
そ
の
他
貸
付
け

の
利
率
を
表
示
し
、
又
は
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
貸
付
け
の
利
率
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
）
」
を
加
え
る
」
を
「
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
」
に
改
め
、
同
法
第
十
五
条
第
一
項
の
改
正
規
定
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

一 

貸
付
け
の
利
率
（
利
息
及
び
第
十
二
条
の
八
第
二
項
に
規
定
す
る
み
な
し
利
息
の
総
額
（
一
年
分
に
満
た
な
い
利
息

及
び
同
項
に
規
定
す
る
み
な
し
利
息
を
元
本
に
組
み
入
れ
る
契
約
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
契
約
に
基
づ
き
元

本
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
金
銭
を
含
む
。
）
を
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
つ
て
算
出
し
た
元
本
の
額
で
除
し
て
得
た



 

六

年
率
（
当
該
年
率
に
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。
）
を
百
分

率
で
表
示
す
る
も
の
（
市
場
金
利
に
一
定
の
利
率
を
加
え
る
方
法
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
利
息
を
用
い
て
貸
付
け
の
利
率

を
算
定
す
る
場
合
そ
の
他
貸
付
け
の
利
率
を
表
示
し
、
又
は
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
内
閣
府
令
で

定
め
る
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
貸
付
け
の
利
率
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る

も
の
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 

 

第
十
四
条
第
五
号
を
削
り
、
同
条
第
六
号
を
同
条
第
五
号
と
す
る
。 

 

第
二
条
の
う
ち
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
も
の
）
」
を
削
り
」
の
下
に
「
、
同

項
第
三
号
を
削
り
、
同
項
第
四
号
中
「
前
三
号
」
を
「
前
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
」
を
加
え
る
。 

 

第
二
条
の
う
ち
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
第
十
六
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
十
六
条
の
二
第
一

項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
、
当
該
保
証
契
約
に
係
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
で
定
め
る

利
息
（
利
息
制
限
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
利
息
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
第
十
七
条

第
六
項
及
び
第
七
項
、
第
十
八
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
四
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
額
が
同
法
第
一
条
第
一
項
に
定
め
る
利
息
の
制
限
額
を
超
え
な
い
場
合
に
は
」
を
削
る
。 



 
 

七

 
第
二
条
の
う
ち
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
削
り
」
の
下
に
「
、
同
項
第
八
号
を

削
り
、
同
項
第
九
号
を
同
項
第
八
号
と
し
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
の
改
正
規
定
中
同
項
第
七
号
を
削
り
、
同
項
第
八
号
を
同

項
第
七
号
と
す
る
。 

 

第
二
条
の
う
ち
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
に
三
項
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
六
項
中
「
（
当
該
契
約

で
定
め
る
利
息
の
額
が
利
息
制
限
法
第
一
条
第
一
項
に
定
め
る
利
息
の
制
限
額
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
第

七
項
中
「
、
貸
付
け
に
係
る
契
約
又
は
保
証
契
約
に
係
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
で
定
め
る
利
息
の
額
が
利
息
制
限
法
第
一
条
第

一
項
に
定
め
る
利
息
の
制
限
額
を
超
え
な
い
場
合
に
は
」
を
削
る
。 

 

第
二
条
の
う
ち
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
第
十
八
条
に
二
項
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
三
項
中
「
（
当
該
契
約

で
定
め
る
利
息
の
額
が
利
息
制
限
法
第
一
条
第
一
項
に
定
め
る
利
息
の
制
限
額
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
第

四
項
中
「
、
貸
付
け
の
契
約
の
う
ち
、
貸
付
け
に
係
る
契
約
又
は
保
証
契
約
に
係
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
で
定
め
る
利
息
の
額

が
利
息
制
限
法
第
一
条
第
一
項
に
定
め
る
利
息
の
制
限
額
を
超
え
な
い
も
の
に
基
づ
く
債
権
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
弁
済

を
受
け
た
場
合
に
は
」
を
削
る
。 

 

第
二
条
の
う
ち
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
の
改
正
規
定
中
同
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
特
定



 

八

公
正
証
書
」
の
下
に
「
（
債
務
者
等
が
貸
付
け
の
契
約
に
基
づ
く
債
務
の
不
履
行
の
場
合
に
直
ち
に
強
制
執
行
に
服
す
る
旨
の

陳
述
が
記
載
さ
れ
た
公
正
証
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
一
項
と
し
、
同
条
第

三
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。 

 

第
二
条
の
う
ち
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
中
」

の
下
に
「
「
業
と
し
て
保
証
を
行
う
者
（
以
下
「
保
証
業
者
」
と
い
う
。
）
」
を
「
保
証
業
者
」
に
、
」
を
加
え
る
。 

 

第
二
条
の
う
ち
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
四
条
の
六
の
改
正
規
定
中
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
を
「
及
び
第
二

項
」
に
、
「
第
二
十
一
条
及
び
」
を
「
第
二
十
一
条
並
び
に
」
に
、
「
及
び
第
二
十
一
条
」
を
「
並
び
に
第
二
十
一
条
」
に
改

め
る
。 

 

第
二
条
の
う
ち
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十
二
条
の
改
正
規
定
の
う
ち
同
条
第
二
項
中
「
第
五
条
第
四
項
か
ら

第
七
項
ま
で
」
を
「
第
五
条
の
四
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
中
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十
三
条
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

第
四
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

第
四
十
三
条 

削
除 



 
 

九

 
第
二
条
の
う
ち
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十
八
条
第
四
号
の
次
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
か
ら
第
三
項

ま
で
」
を
「
又
は
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
の
う
ち
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十
八
条
第
五
号
の
改
正
規
定
中
「
第
二
十
条
第
四
項
」
を
「
第
二
十

条
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
条
の
う
ち
貸
金
業
法
第
六
条
第
一
項
第
十
四
号
の
改
正
規
定
中
「
有
し
な
い
者
」
を
「
有
し
な
い
者
（
」
に
改
め
、
「
満

た
な
い
者
」
の
下
に
「(

公
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
貸
付
け
の
利
率
を
超
え
な
い
利
率

に
よ
る
貸
付
け
の
事
業
を
行
う
営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
そ
の
行
う
貸
付
け
の
事
業
が
内

閣
府
令
で
定
め
る
小
規
模
な
も
の
で
あ
る
法
人
に
限
る
。
第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
「
特
定
非
営
利
貸
付
事
業
者
」

と
い
う
。
）
そ
の
他
」
を
加
え
る
。 

 

第
三
条
中
貸
金
業
法
第
十
三
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
中
「
前
二
号
」
を
「
前
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

三 

特
定
非
営
利
貸
付
事
業
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨 



 

一
〇

第
四
条
中
貸
金
業
法
第
十
二
条
の
八
を
第
十
二
条
の
九
と
し
、
第
十
二
条
の
七
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
を
削
る
。 

第
四
条
中
貸
金
業
法
第
十
四
条
第
一
号
の
改
正
規
定
を
削
る
。 

第
四
条
の
う
ち
貸
金
業
法
第
十
四
条
第
四
号
の
改
正
規
定
及
び
同
条
第
五
号
を
削
り
、
同
条
第
六
号
を
同
条
第
五
号
と
す
る

改
正
規
定
中
「
改
め
、
同
条
第
五
号
を
削
り
、
同
条
第
六
号
を
同
条
第
五
号
と
す
る
」
を
「
改
め
る
」
に
改
め
る
。 

第
四
条
中
貸
金
業
法
第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
を
削
る
改
正
規
定
、
同
項
第
四
号
の
改
正
規
定
及
び
同
号
を
同
項
第
三
号
と

す
る
改
正
規
定
を
削
る
。 

第
四
条
中
貸
金
業
法
第
十
七
条
第
一
項
第
八
号
を
削
り
、
同
項
第
九
号
を
同
項
第
八
号
と
す
る
改
正
規
定
を
削
る
。 

第
四
条
中
貸
金
業
法
第
十
七
条
第
二
項
第
七
号
を
削
り
、
同
項
第
八
号
を
同
項
第
七
号
と
す
る
改
正
規
定
を
削
る
。 

第
四
条
の
う
ち
貸
金
業
法
第
十
七
条
第
六
項
の
改
正
規
定
及
び
同
条
第
七
項
の
改
正
規
定
中
「
「
（
当
該
契
約
で
定
め
る
利

息
の
額
が
利
息
制
限
法
第
一
条
第
一
項
に
定
め
る
利
息
の
制
限
額
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
」
及
び
「
「
、

貸
付
け
に
係
る
契
約
又
は
保
証
契
約
に
係
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
で
定
め
る
利
息
の
額
が
利
息
制
限
法
第
一
条
第
一
項
に
定
め

る
利
息
の
制
限
額
を
超
え
な
い
場
合
に
は
」
を
削
り
、
」
を
削
る
。 

第
四
条
中
貸
金
業
法
第
十
八
条
の
改
正
規
定
、
第
二
十
条
第
一
項
の
改
正
規
定
及
び
同
条
中
第
二
項
を
削
り
、
第
三
項
を
第



 
 

一
一

二
項
と
し
、
第
四
項
を
第
三
項
と
す
る
改
正
規
定
を
削
る
。 

第
四
条
の
う
ち
貸
金
業
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
「
業
と
し
て
保
証
を
行
う
者
（
以
下
「
保
証
業
者
」

と
い
う
。
）
」
を
「
保
証
業
者
」
に
、
」
を
削
る
。 

第
四
条
中
貸
金
業
法
第
二
十
四
条
の
六
の
改
正
規
定
、
第
四
十
二
条
第
二
項
の
改
正
規
定
及
び
第
四
十
三
条
を
削
り
、
第
四

十
四
条
を
第
四
十
三
条
と
し
、
第
四
十
四
条
の
二
を
第
四
十
四
条
と
し
、
第
四
十
四
条
の
三
を
第
四
十
四
条
の
二
と
す
る
改
正

規
定
を
削
る
。 

第
四
条
の
う
ち
貸
金
業
法
第
四
十
四
条
の
四
の
改
正
規
定
及
び
同
条
を
第
四
十
四
条
の
三
と
す
る
改
正
規
定
中
「
改
め
、
同

条
を
第
四
十
四
条
の
三
と
す
る
」
を
「
改
め
る
」
に
改
め
る
。 

第
四
条
中
貸
金
業
法
第
四
十
四
条
の
五
を
第
四
十
四
条
の
四
と
す
る
改
正
規
定
及
び
第
四
十
六
条
第
二
項
の
改
正
規
定
を
削

る
。 第

四
条
の
う
ち
貸
金
業
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
二
の
改
正
規
定
、
同
項
第
四
号
の
二
の
改
正
規
定
、
同
項
第
五
号

の
改
正
規
定
及
び
同
項
第
十
号
の
改
正
規
定
中
「
改
め
、
同
項
第
四
号
の
二
中
「
第
二
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
を
「
第

二
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
第
二
十
条
第
四
項
」
を
「
第
二
十
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
第



 

一
二

十
号
中
「
第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
四
第
一
項
」
に
」
を
削
る
。 

第
五
条
の
う
ち
利
息
制
限
法
本
則
に
一
章
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
七
条
第
一
項
中
「
年
二
割
」
を
「
第
一
条
各
号
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
」
に
改
め
る
。 

第
七
条
の
う
ち
出
資
の
受
入
れ
、
預
り
金
及
び
金
利
等
の
取
締
り
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
二
項
の
改
正
規
定
中
「
年
二
十

パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
」
に
、
「
同
条
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
を

削
る
」
を
「
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
」
に
改
め
、
同
法
第
五
条
の
次
に
三
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
前
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。 一 

元
本
の
額
が
十
万
円
未
満
の
場
合 
年
二
十
パ
ー
セ
ン
ト 

二 

元
本
の
額
が
十
万
円
以
上
百
万
円
未
満
の
場
合 

年
十
八
パ
ー
セ
ン
ト 

三 

元
本
の
額
が
百
万
円
以
上
の
場
合 

年
十
五
パ
ー
セ
ン
ト 

第
五
条
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

４ 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
利
息
に
関
す
る
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
同
条
に
規
定
す

る
元
本
の
額
と
み
な
す
。 



 
 

一
三

一 

金
銭
の
貸
付
け
を
行
う
者
が
業
と
し
て
金
銭
の
貸
付
け
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
既
に
金
銭
の
貸
付
け
を
行
つ
て
い

る
者
に
重
ね
て
金
銭
の
貸
付
け
を
し
た
と
き
の
利
息 

当
該
既
に
貸
し
付
け
て
い
る
債
権
の
残
元
本
の
額
と
当
該
貸
付

け
の
元
本
の
額
と
の
合
計
額 

 

二 

金
銭
の
貸
付
け
を
行
う
者
が
業
と
し
て
金
銭
の
貸
付
け
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
同
時
に
二
以
上
の
貸
付
け
を
し
た

と
き
の
利
息 
当
該
二
以
上
の
貸
付
け
の
元
本
の
額
の
合
計
額 

第
五
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
を
削
る
。 

 

第
七
条
の
う
ち
出
資
の
受
入
れ
、
預
り
金
及
び
金
利
等
の
取
締
り
に
関
す
る
法
律
第
五
条
の
次
に
三
条
を
加
え
る
改
正
規
定

の
う
ち
第
五
条
の
二
第
一
項
中
「
の
年
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
（
前
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

同
項
の
規
定
に
よ
り
元
本
の
額
と
み
な
さ
れ
る
金
額
）
に
応
じ
た
同
条
第
二
項
各
号
に
定
め
る
割
合
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条

に
お
い
て
「
法
定
上
限
利
率
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
項
第
二
号
中
「
年
十
パ
ー
セ
ン
ト
」

を
「
法
定
上
限
利
率
の
二
分
の
一
の
割
合
」
に
改
め
る
。 

 

第
七
条
の
う
ち
出
資
の
受
入
れ
、
預
り
金
及
び
金
利
等
の
取
締
り
に
関
す
る
法
律
第
五
条
の
次
に
三
条
を
加
え
る
改
正
規
定

の
う
ち
第
五
条
の
三
第
一
項
中
「
年
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
法
定
上
限
利
率
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
年
二
十
パ
ー
セ



 

一
四

ン
ト
」
を
「
法
定
上
限
利
率
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
年
十
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
法
定
上
限
利
率
の
二
分
の
一
の
割
合
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
年
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
法
定
上
限
利
率
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
年
十
パ
ー
セ
ン
ト
」

を
「
法
定
上
限
利
率
の
二
分
の
一
の
割
合
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
一
条
第
一
号
中
「
附
則
第
六
十
六
条
」
を
「
附
則
第
六
十
一
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
附
則
第
二
十
九
条
第

二
項
、
第
三
十
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で
及
び
第
三
十
四
条
」
を
「
附
則
第
二
十
七
条
第
二
項
、
第
二
十
八
条
か
ら
第
三
十
条

ま
で
及
び
第
三
十
二
条
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第
四
十
条
、
第
四
十
二
条
及
び
第
六
十
五
条
」
を
「
第
三
十
八
条
、
第

四
十
条
及
び
第
六
十
条
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
、
第
五
条
、
第
七
条
及
び
第
八
条
」
を
削
り
、
「
第
二
十
八
条
ま
で
、

第
二
十
九
条
第
三
項
、
第
三
十
五
条
、
第
三
十
八
条
、
第
四
十
六
条
、
第
四
十
七
条
及
び
第
五
十
一
条
か
ら
第
五
十
三
条
ま
で
」

を
「
第
二
十
三
条
ま
で
及
び
第
三
十
六
条
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
附
則
第
五
十
五
条
」
を
「
附
則
第
五
十
条
」
に
、
「
附

則
第
五
十
六
条
」
を
「
附
則
第
五
十
一
条
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
附
則
第
五
十
五
条
」
を
「
附
則
第
五
十
条
」
に
、
「
第

四
号
に
定
め
る
日
」
を
「
施
行
日｣

に
改
め
る
。 

 

附
則
第
三
条
中
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
を
「
及
び
第
二
項
」
に
、
「
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
契
約
又
は
同
条
第
二
項
若

し
く
は
第
三
項
」
を
「
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
に
改
め
る
。 



 
 

一
五

 
附
則
第
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
十
五
条 

施
行
日
前
に
締
結
し
た
貸
付
け
に
係
る
契
約
（
新
貸
金
業
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
極
度
方
式
基
本
契
約
に

相
当
す
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
を
除
く
。
）
及
び
当
該
契
約
に
係
る
保
証
契
約
に
基
づ
く
旧
貸
金
業
規
制
法
第
四
十
三
条
第

一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
超
過
部
分
の
支
払
並
び
に
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
支
払
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。 

 

附
則
第
十
八
条
中
「
、
第
十
七
条
及
び
第
十
八
条
」
を
「
及
び
第
十
七
条
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
十
九
条
を
削
り
、
附
則
第
二
十
条
を
附
則
第
十
九
条
と
し
、
附
則
第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
を
一
条
ず
つ

繰
り
上
げ
る
。 

 

附
則
第
二
十
五
条
を
削
る
。 

 

附
則
第
二
十
六
条
中
「
第
四
号
施
行
日
」
を｢

施
行
日
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
二
十
四
条
と
す
る
。 

 

附
則
第
二
十
七
条
中
「
第
四
号
施
行
日
」
を｢

施
行
日
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
二
十
五
条
と
す
る
。 

 

附
則
第
二
十
八
条
中
「
第
四
号
施
行
日
」
を｢

施
行
日
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
二
十
六
条
と
す
る
。 

 

附
則
第
二
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
第
四
号
施
行
日
」
を｢

施
行
日
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
二
十
七
条
と
し
、
附



 

一
六

則
第
三
十
条
を
附
則
第
二
十
八
条
と
す
る
。 

 

附
則
第
三
十
一
条
第
二
項
中
「
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行｣

を｢

施
行
日
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
二
十

九
条
と
し
、
附
則
第
三
十
二
条
か
ら
附
則
第
三
十
四
条
ま
で
を
二
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

 

附
則
第
三
十
五
条
の
う
ち
質
屋
営
業
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
三
十
三
条
と
し
、
附
則
第
三
十
六
条
か
ら
附
則
第
四
十

二
条
ま
で
を
二
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

 

附
則
第
四
十
三
条
を
削
り
、
附
則
第
四
十
四
条
を
附
則
第
四
十
一
条
と
す
る
。 

 

附
則
第
四
十
五
条
中
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
別
表
第
三
十
四
号
の
改
正
規
定
の
前
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

第
九
条
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

六 

次
に
掲
げ
る
債
務
に
つ
い
て
、
債
務
者
に
対
し
、
そ
の
履
行
を
要
求
す
る
こ
と
。 

 
 
 

イ 

金
銭
を
目
的
と
す
る
消
費
貸
借
（
利
息
制
限
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
号
）
第
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
営

業
的
金
銭
消
費
貸
借
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
単
に
「
営
業
的
金
銭
消
費
貸
借
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
上
の
債



 
 

一
七

務
で
あ
っ
て
同
法
第
一
条
に
定
め
る
利
息
の
制
限
額
を
超
え
る
利
息
（
同
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
っ
て
利
息
と
み
な

さ
れ
る
金
銭
を
含
む
。
）
の
支
払
を
伴
い
、
又
は
そ
の
不
履
行
に
よ
る
賠
償
額
の
予
定
が
同
法
第
四
条
に
定
め
る
制

限
額
を
超
え
る
も
の 

 
 
 

ロ 

営
業
的
金
銭
消
費
貸
借
上
の
債
務
で
あ
っ
て
利
息
制
限
法
第
一
条
及
び
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
利
息
の

制
限
額
を
超
え
る
利
息
（
同
法
第
三
条
及
び
第
六
条
の
規
定
に
よ
っ
て
利
息
と
み
な
さ
れ
る
金
銭
を
含
む
。
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
同
法
第
九
条
に
定
め
る
利
息
の
制
限
額
を
超
え
る
利
息
の
支
払
を
伴
い
、
又
は

そ
の
不
履
行
に
よ
る
賠
償
額
の
予
定
が
同
法
第
七
条
に
定
め
る
制
限
額
を
超
え
る
も
の 

 
 
 

ハ 

営
業
的
金
銭
消
費
貸
借
上
の
債
務
を
主
た
る
債
務
と
す
る
保
証
（
業
と
し
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）
が
さ
れ
た
場

合
に
お
け
る
保
証
料
（
利
息
制
限
法
第
八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
っ
て
保
証
料
と
み
な
さ
れ
る
金
銭
を
含
み
、
主
た

る
債
務
者
が
支
払
う
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
支
払
の
債
務
で
あ
っ
て
当
該
保
証
料
が
同

条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
支
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
保
証
料
の
上
限
額
を
超
え

る
も
の 

 

附
則
第
四
十
五
条
を
附
則
第
四
十
二
条
と
す
る
。 



 

一
八

 
附
則
第
四
十
六
条
を
削
る
。 

 

附
則
第
四
十
七
条
中
「
第
四
号
施
行
日
」
を
「
施
行
日｣

に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
四
十
三
条
と
し
、
附
則
第
四
十
八
条
を
附

則
第
四
十
四
条
と
し
、
附
則
第
四
十
九
条
を
附
則
第
四
十
五
条
と
す
る
。 

 

附
則
第
五
十
条
の
う
ち
債
権
管
理
回
収
業
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
リ
、
第
五
条
第
七
号
ホ
及
び
第
十

八
条
第
六
項
の
改
正
規
定
中
「
、
第
五
条
第
七
号
ホ
及
び
第
十
八
条
第
六
項
」
を
「
及
び
第
五
条
第
七
号
ホ
」
に
改
め
、
附
則

第
五
十
条
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

第
十
八
条
第
五
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

５ 

債
権
回
収
会
社
は
、
特
定
金
銭
債
権
に
係
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
債
務
に
つ
い
て
、
債
務
者
等
に
対
し
、
当
該
各
号
に

定
め
る
も
の
の
支
払
を
要
求
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

一 

金
銭
を
目
的
と
す
る
消
費
貸
借
（
利
息
制
限
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
号
）
第
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
営
業

的
金
銭
消
費
貸
借
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「
営
業
的
金
銭
消
費
貸
借
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
上
の
債
務
で

あ
っ
て
、
同
法
第
一
条
に
定
め
る
利
息
の
制
限
額
を
超
え
る
利
息
（
同
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
っ
て
利
息
と
み
な
さ
れ

る
金
銭
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
支
払
を
伴
い
、
又
は
そ
の
不
履
行
に
よ
る
賠
償
額
の
予
定
が
同



 
 

一
九

法
第
四
条
に
定
め
る
制
限
額
を
超
え
る
も
の 

そ
の
制
限
額
を
超
え
る
利
息
又
は
賠
償
額 

 
 

二 

営
業
的
金
銭
消
費
貸
借
上
の
債
務
で
あ
っ
て
、
利
息
制
限
法
第
一
条
及
び
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
利
息
の

制
限
額
を
超
え
る
利
息
（
同
法
第
三
条
及
び
第
六
条
の
規
定
に
よ
っ
て
利
息
と
み
な
さ
れ
る
金
銭
を
含
む
。
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
同
法
第
九
条
に
定
め
る
利
息
の
制
限
額
を
超
え
る
利
息
の
支
払
を
伴
い
、
又
は
そ
の

不
履
行
に
よ
る
賠
償
額
の
予
定
が
同
法
第
七
条
に
定
め
る
制
限
額
を
超
え
る
も
の 

そ
の
制
限
額
を
超
え
る
利
息
又
は

賠
償
額 

三 

営
業
的
金
銭
消
費
貸
借
上
の
債
務
を
主
た
る
債
務
と
す
る
保
証
（
業
と
し
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）
が
さ
れ
た
場
合

に
お
け
る
保
証
料
（
利
息
制
限
法
第
八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
っ
て
保
証
料
と
み
な
さ
れ
る
金
銭
を
含
み
、
主
た
る
債

務
者
が
支
払
う
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
支
払
の
債
務
で
あ
っ
て
、
当
該
保
証
料
が
同
条
第

一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
支
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
保
証
料
の
上
限
額
を
超
え
る
も
の 

 

そ
の
上
限
額
を
超
え
る
保
証
料 

 
 

第
十
八
条
第
六
項
中
「
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
貸
金
業
法
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
五
十
条
を
附
則
第
四
十
六
条
と
す
る
。 



 

二
〇

 
附
則
第
五
十
一
条
を
削
る
。 

 

附
則
第
五
十
二
条
中
「
第
四
号
施
行
日
」
を
「
施
行
日
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
四
十
七
条
と
し
、
附
則
第
五
十
三
条
か

ら
附
則
第
六
十
六
条
ま
で
を
五
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。 

 

附
則
第
六
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
見
直
し
） 

第
六
十
七
条 

貸
金
業
制
度
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
一
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正

後
の
規
定
の
実
施
状
況
等
を
勘
案
し
、
資
金
需
要
者
へ
の
資
金
の
融
通
を
図
る
た
め
の
仕
組
み
の
充
実
及
び
金
利
の
規
制
の

在
り
方
を
含
め
、
そ
の
全
般
に
関
し
て
検
討
が
加
え
ら
れ
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
見
直
し
が
行
わ
れ
る
も
の
と
す

る
。 

 

附
則
第
六
十
七
条
を
附
則
第
六
十
二
条
と
す
る
。 

 


